
諏訪地域圏内の一部事務組合の状況

設立日 組　合　名 共同処理する主な事務
議員
定数

組合長 副組合長 事務所
会計

管理者
監査
委員

根拠
法令

(人) (人) (人)

H23.9.1 岡谷市 4 岡谷市長 諏訪市長 岡谷市役所 岡谷市 2 事務的経費  ・均等割10％ 規約

諏訪市 4 下諏訪町長  ・実績割90％

下諏訪町 4 岡谷市副市長 運営経費 実績割100％

S51.1.5 茅野市 4
茅野市長 立科町長 茅野市役所

茅野市 2 〃

立科町 3
茅野市副市長

S49.3.25 茅野市 5 茅野市長 諏訪市長 茅野市役所 茅野市 経常経費  ・均等割20％ 〃

諏訪市 3 富士見町長  ・利用量割80％

富士見町 3 原村長

原村 2 茅野市副市長

S46.5.1 富士見町 6 富士見町長 原村長 富士見町5240 富士見町 維持経営費 人口割 〃

原村 3 富士見町副町長 (南諏衛生ｾﾝﾀｰ)

S38.8.5 諏訪市 4 諏訪市長 茅野市長 諏訪市役所 諏訪市 経常経費  ・均等割20％ 〃

茅野市 3 諏訪市副市長  ・実績割80％

S37.7.28 岡谷市 9 岡谷市長 下諏訪町長 岡谷市役所 岡谷市 経常経費  ・均等割20％ 〃

下諏訪町 4 辰野町長  ・利用割80％

辰野町 4 岡谷市副市長

S30.7.21 茅野市 5 茅野市長 諏訪市長 諏訪中央病院 茅野市  ・茅野市　85% 〃

諏訪市 1 原村長  ・諏訪市 　4%

原村 1 茅野市副市長  ・原　村　11%

※ 議員選出方法 ： 組織市町村の議会において、各組合の議会議員のうちから選挙にて選出　（議長・副議長選挙）

※ 議員の任期　 ： 組織自治体議会議員の任期による

（参考）  広域連合

設立日 組　織 広域連合の処理する主な事務
議員
定数

組合長 副組合長 事務所
会計

管理者
監査
委員

根拠
法令

(人) (人) (人)

H12.6.23 岡谷市 5 諏訪市長 岡谷市長 諏訪市1-22-30 諏訪市 2 規約

諏訪市 5 （選挙） 茅野市長 (諏訪市役所)

茅野市 5 下諏訪町長

下諏訪町 3 富士見町長

富士見町 2 原村長 （基金の出資割合）

原村 2

※ 議員選出方法 ： 組織市町村の議会において、各組合の議会議員のうちから選挙にて選出　（議長・副議長選挙にて選出）

※ 議員の任期　 ： 組織自治体議会議員の任期による

※ 選挙管理委員　４名

広域連合の処理する事
務ごとに負担割合を設
定

広域連合の経費

（均等割20％・人口割
80％）

・広域行政の推進に関する事務
・ふるさと振興基金事業実施に関する事務
・救護施設八ヶ岳寮の設置、管理運営
・連合基金の運用
・介護保険
・消防に関する事務
・ごみ処理広域計画の策定
・電算処理
・広域的課題の調査研究
・行政不服審査会の設置及び運営　　　等多数

負担割合
　（経常経費関係）

定数内訳

22

12

白樺湖下水道組合

湖北行政事務組合

諏訪市・茅野市
衛生施設組合

諏訪中央病院組合

諏訪南行政事務組合

湖周行政事務組合

南諏衛生施設組合

13

9

・ごみ処理計画に関する事務
・ごみ処理施設設置、管理運営

・火葬場の設置、管理運営
・諏訪南清掃センター設置、管理運営
・諏訪南美サイクルセンター設置、管理運営
・最終処分場設置、管理運営
・広域ごみ処理計画の策定

・し尿処理施設設置、管理運営
・ごみ処理施設設置、管理運営

・し尿等前処理施設設置、経営

・し尿処理施設設置、経営
・火葬場設置、運営

諏訪広域連合

・諏訪中央病院に関する事務
・介護老人保健施設やすらぎの丘に関する事務
・諏訪中央病院看護専門学校に関する事務
・介護老人福祉施設ふれあいの里に関する事務

7

17

7

7

・公共下水道の白樺湖処理分区の管きょ及び
 付帯施設の維持修繕
・旧終末処理場の維持管理

負担割合
　（経常経費関係）

組合の経費
（介護老人福祉施設
以外）

定数内訳

2

2

2

2

2

市・町の処理分区の計
画汚水量の割合

議会その他の事務
経費

参考資料２


